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群
馬
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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群
馬
県
規
則
第
一
号 

 
 
 

群
馬
県
旅
費
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
旅
費
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
三
条
を
削
り
、
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
用
語
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

第
四
条
及
び
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
受
け
た
場
合
等
の
旅
費
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る 

者
が
、
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。 

二 

条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規 

定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
が
そ
の
家
族
の
旅
行
に
つ
い
て
条
例 

第
十
七
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
に
基
づ
く
旅
費
の
支
給
を
受
け
る 

こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
家
族
が
死
亡
又
は
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情 

に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。 

２ 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。 

一 

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当 

す
る
部
分
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
各
号
、
第
十
一
条
第
一
項
各
号
、

第
十
二
条
第
一
項
各
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各 

条
及
び
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続 

を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続 

を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご
と
の 

い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額 

二 

宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除

く
。
）
、
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
渡
航
雑
費
に
つ
い 

て
は
、
当
該
各
種
目
に
つ
い
て
条
例
第
六
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十 

八
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額 

で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又 

は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、 

当
該
各
種
目
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
、
手
数
料
そ
の
他
の
旅
行
命
令
等
の
変
更
等
に
伴
い
支
給 

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
た
額 

（
旅
費
額
を
失
つ
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
） 

第
五
条 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。 

一 

交
通
事
故
そ
の
他
の
条
例
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き 

な
い
事
情 

二 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る 

当
該
家
族
の
旅
行
中
の
天
災
又
は
交
通
事
故
そ
の
他
の
当
該
職
員
若
し
く
は
家
族
の
責
め
に 

帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情 

２ 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。 

一 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
（
交
通
手
段
を
利
用
す
る
た
め
の
乗
車
券
、
乗
船
券
、
航
空 

券
等
で
当
該
旅
行
に
つ
い
て
購
入
し
た
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
を 

失
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
失
つ
た
と
き
以
後
の
旅
行
を
完
了
す
る
た
め
条
例
の
規
定
に
よ
り 

支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額 

二 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
の
一
部
を
失
つ
た
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る
額
か
ら
失 

う
こ
と
を
免
れ
た
旅
費
額
を
差
し
引
い
た
額 

 

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
旅
行
命
令
簿
等
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
等
） 

第
七
条 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
発
令
年
月
日
、
出
発
地
、
用

務
、
用
務
先
、
到
着
地
及
び
旅
行
期
間
と
す
る
。 

２ 

旅
行
命
令
簿
等
は
、
旅
行
命
令
権
者
が
旅
行
者
ご
と
に
作
成
し
、
前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、

所
属
、
住
所
又
は
居
所
、
氏
名
及
び
職
務
の
級
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

３ 

旅
行
命
令
簿
等
は
備
考
欄
を
設
け
、
概
算
払
を
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
を
、
旅
行
命
令
等
の
変

更
を
す
る
場
合
に
は
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
事
実
及
び
変
更
前
の
旅
行
命
令
等
の
発
令
年
月
日 

を
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

４ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

第
八
条
を
削
る
。 

 

第
九
条
中
「
旅
行
者
が
」
を
「
旅
行
者
は
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
削
り
、
第
八
条
の
次
に
次
の
十
八
条
を
加
え
る
。 

（
請
求
書
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
、
必
要
な
資
料
の
種
類
等
） 

第
九
条 

条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
は
、
別
表
第
四
の

上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
及
び
別
表
第
五
の
上
欄
に 

掲
げ
る
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

２ 
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
必
要
な
資
料
の
種
類
は
、
別
表
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

旅
行
命
令
権
者
及
び
支
出
命
令
者
は
、
旅
行
者
が
請
求
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
請
求

内
容
が
適
切
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
旅
費
の
概
算
払
） 

第
十
条 

概
算
払
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
旅
行
者
は
、
そ
の
出
発
の
十
日
前
ま
で

■ 

規 
 

則 
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に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
旅
行
を
完
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
二
週
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
旅
行
命
令
権
者
が
認
め 

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
鉄
道
賃
に
係
る
鉄
道
） 

第
十
一
条 
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事 

業
の
用
に
供
す
る
鉄
道
に
類
す
る
も
の 

二 

軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軌
道
に
類
す
る
も 

 

の 

三 

外
国
に
お
け
る
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の 

（
船
賃
に
係
る
船
舶
） 

第
十
二
条 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

一 

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶 

運
航
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
に
類
す
る
も
の 

二 

外
国
に
お
け
る
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の 

（
航
空
賃
に
係
る
航
空
機
） 

第
十
三
条 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

一 

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空 

運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
類
す
る
も
の 

二 

外
国
に
お
け
る
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の 

（
特
定
航
空
移
動
等
） 

第
十
四
条 

条
例
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
長
時
間
に
わ
た
る
移
動
と
し
て
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
一
の
旅
行
区
間
に
お
け
る
飛
行
時
間
が
八
時
間
以
上
の
移
動
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
著
し
く
長
時
間
に
わ
た
る
移
動
と
し
て
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
一
の
旅
行
区
間
に
お
け
る
飛
行
時
間
が
二
十
四
時
間
以
上
の
移
動
と
す
る
。 

（
そ
の
他
の
交
通
費
） 

第
十
五
条 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

二
十
円
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
場
合
に
必
要
な
陸
路
の
路
程
計
算

は
、
一
般
財
団
法
人
日
本
デ
ジ
タ
ル
道
路
地
図
協
会
の
作
成
に
よ
る
地
図
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
基 

づ
く
電
子
地
図
（
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
の
も
の
で
道
路
上
の
二
点
間
の
距
離
を
道
路
の
形
状 

に
沿
つ
て
測
定
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
路
程
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
方
法
に
よ
り
路
程
を
計
算
し
難
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公 

共
団
体
の
長
そ
の
他
信
頼
す
る
に
足
り
る
者
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
路
程
を
計
算
す
る
こ
と 

が
で
き
る
。 

３ 

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
は
、
全
路
程
を
通
算
し
て
行
う
。 

４ 

第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
区
分
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
区
分
さ
れ
た
路
程
ご
と
に
前

二
項
並
び
に
条
例
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
す
る
。 

（
宿
泊
費
基
準
額
等
） 

第
十
六
条 

条
例
第
十
四
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
現
に
支
払
つ
た
費
用

の
額
が
宿
泊
費
基
準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
、
旅
行
命
令
権
者
が
次
の
各
号
（
内
国
旅
行 

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
と
す
る
。 

一 

会
議
、
式
典
そ
の
他
諸
行
事
に
お
い
て
主
催
者
か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
、
当
該
宿 

泊
施
設
以
外
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。 

二 

知
事
、
副
知
事
、
企
業
管
理
者
、
教
育
長
、
常
勤
の
監
査
委
員
又
は
群
馬
県
議
会
の
議
長
、

副
議
長
若
し
く
は
議
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
旅
行
に
同
行
す
る
者
が
、

特
別
職
の
職
員
と
同
一
の
宿
泊
施
設
に
宿
泊
し
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
き
。 

三 

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び
条
件
に
お
い
て
検
索
し
、
そ
の
結
果
か
ら 

最
も
安
価
な
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
と
き
。 

四 

為
替
相
場
の
変
動
そ
の
他
旅
行
命
令
等
を
発
し
た
時
に
は
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な 

い
事
情
が
あ
つ
た
と
き
。 

（
宿
泊
手
当
の
額
等
） 

第
十
七
条 

条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る
宿
泊
手
当
の
額
は
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
又
は
包
括
宿
泊
費
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き 

は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

条
例
第 

十
六
条
に
規
定
す
る
額
の
三
分
の
二
の
額 

二 

朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

条
例
第
十
六
条
に
規 

定
す
る
額
の
三
分
の
一
の
額 

２ 

移
動
中
に
宿
泊
す
る
場
合
の
宿
泊
手
当
の
額
は
、
条
例
第
十
六
条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
移
動
の
到
着
地
に
応
じ
、
同
条
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
の
規
定 

に
よ
り
支
給
さ
れ
る
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
又
は
そ
の
他
の
交
通
費
（
包
括
宿
泊
費
及
び
家 

族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
食
費
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ 

る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
三
分
の
一
の
額
と
す
る
。 

３ 

旅
行
者
が
、
旅
行
中
自
宅
（
住
所
又
は
居
所
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
を
い
う
。
）
に

宿
泊
す
る
場
合
に
は
、
前
二
項
及
び
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宿
泊
手
当
は
支 

給
し
な
い
。 

（
近
距
離
の
転
居
に
係
る
転
居
費
等
の
制
限
） 

第
十
八
条 

旧
在
勤
庁
か
ら
新
在
勤
庁
ま
で
の
路
程
、
旧
居
住
地
及
び
新
居
住
地
か
ら
旧
在
勤
庁
ま

で
の
各
路
程
又
は
旧
居
住
地
及
び
新
居
住
地
か
ら
新
在
勤
庁
ま
で
の
各
路
程
が
八
キ
ロ
メ
ー
ト 

ル
以
内
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
転
居
又
は
移
転
に
つ
い
て
は
、
県
公
舎
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る 

も
の
を
含
む
。
）
へ
の
入
居
又
は
退
去
を
命
ぜ
ら
れ
て
赴
任
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
転
居
費
、

着
後
滞
在
費
及
び
家
族
移
転
費
は
支
給
し
な
い
。 

一 

居
住
設
備
の
あ
る
交
番
及
び
駐
在
所 

二 

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
用
の
居
住
施
設
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
施
設 

２ 

前
項
の
路
程
は
、
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
渡
航
雑
費
の
細
則
） 
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第
十
九
条 

条
例
第
二
十
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
公
務
の
た

め
特
に
必
要
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

一 

保
険
料 

二 

医
薬
品
の
購
入
に
係
る
費
用 

三 
携
行
品
の
購
入
に
係
る
費
用 

四 
健
康
診
断
そ
の
他
の
医
療
機
関
で
の
受
診
に
係
る
費
用 

五 

条
例
第
二
十
条
に
規
定
す
る
費
用
に
類
す
る
又
は
付
随
す
る
費
用 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
ほ
か
、
旅
行
者
の
負
担
と
す
べ
き
で
な
い
も
の
と
し
て
旅
行
命 

令
権
者
が
任
命
権
者
に
協
議
し
て
定
め
る
費
用 

（
退
職
者
等
の
旅
費
の
細
則
） 

第
二
十
条 

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費
と

す
る
。 

一 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る 

旅
費 

イ 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準 

じ
、
退
職
等
と
な
る
前
の
職
務
の
級
の
者
と
し
て
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
地 

に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

ロ 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
赴
任
の
例
に
準 

じ
、
退
職
等
と
な
る
前
の
職
務
の
級
の
者
と
し
て
退
職
等
の
日
に
い
た
地
か
ら
新
在
勤
地 

に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

二 

本
邦
に
出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
の
外
国
在
勤
の
職
員
が
条
例
第
三
条
第
二
項
第
一
号 

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
と
き
は
、
当 

該
職
員
の
本
邦
へ
の
出
張
に
お
け
る
出
張
地
を
旧
在
勤
地
と
み
な
し
て
前
号
イ
の
規
定
に
準 

じ
た
旅
費
の
ほ
か
、
次
号
ハ
又
は
ニ
及
び
次
項
の
規
定
に
準
じ
た
旅
費 

三 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る 

旅
費 

イ 

外
国
在
勤
の
職
員
が
そ
の
在
勤
地
に
お
い
て
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
赴
任
の
例 

に
準
じ
、
退
職
等
と
な
る
前
の
職
務
の
級
の
者
と
し
て
旧
在
勤
地
か
ら
本
邦
内
の
地
に
旅 

行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費
（
着
後
滞
在
費
を
除
く
。
） 

ロ 

本
邦
在
勤
の
職
員
が
出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
出 

張
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
と
な
る
前
の
職
務
の
級
の
者
と
し
て
出
張
地
か
ら
本
邦
内
の
地 

に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

ハ 

外
国
在
勤
の
職
員
が
出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
り
、
出
張
地
か
ら
旧 

在
勤
地
を
経
由
し
な
い
で
当
該
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
旅 

費 ⑴ 

ロ
の
規
定
に
準
じ
た
旅
費 

⑵ 

家
財
又
は
家
族
を
旧
在
勤
地
か
ら
本
邦
に
移
転
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
⑴
に 

掲
げ
る
旅
費
の
ほ
か
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
と
な
る
前
の
職
務
の
級
の
者
と
し 

て
旧
在
勤
地
か
ら
本
邦
内
の
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
転
居
費
及
び
家
族 

移
転
費 

ニ 

外
国
在
勤
の
職
員
が
出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
り
、
出
張
地
か
ら
旧 

在
勤
地
を
経
由
し
て
当
該
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費 

⑴ 

出
張
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
と
な
る
前
の
職
務
の
級
の
者
と
し
て
出
張
地
か
ら
旧
在 

勤
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

⑵ 

イ
の
規
定
に
準
じ
た
旅
費 

２ 

前
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
職
員
が
外
国
旅
行
中
に
お
い
て
退
職
等

と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
条
例
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
前 

項
第
三
号
の
規
定
に
準
じ
て
旅
行
命
令
権
者
が
任
命
権
者
に
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
遺
族
等
の
旅
費
の
細
則
） 

第
二
十
一
条 

条
例
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費
と
す
る
。 

一 

本
邦
在
勤
の
職
員
が
条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、 

同
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費 

イ 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
職 

員
が
遺
族
の
居
住
地
（
外
国
在
住
の
遺
族
の
場
合
に
は
、
本
邦
に
お
け
る
外
国
か
ら
の
到 

着
地
）
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

ロ 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
内
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
旅
費
の
ほ 

か
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
死
亡
地
か
ら
新
居
住
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算 

し
た
旅
費 

二 

本
邦
に
出
張
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
の
外
国
在
勤
の
職
員
が
条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号 

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
と
き
は
、
第 

四
号
イ
の
規
定
に
準
じ
た
旅
費 

三 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に 

準
じ
、
職
員
が
遺
族
の
居
住
地
か
ら
帰
住
地
（
外
国
に
帰
住
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
に
お
け 

る
外
国
へ
の
出
発
地
）
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費
（
宿
泊
費
及
び
包
括
宿
泊 

費
を
除
く
。
） 

四 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費 

イ 

出
張
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
遺
族
の
居
住
地
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し 

て
計
算
し
た
旅
費 

ロ 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
外
国
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
旅
費
の
ほ 

か
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
死
亡
地
か
ら
新
居
住
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算 

し
た
旅
費 

五 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
職 

員
が
居
住
地
か
ら
帰
住
地
（
本
邦
内
の
地
に
限
る
。
）
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た 

転
居
費
及
び
家
族
移
転
費
（
着
後
滞
在
費
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
） 

六 
条
例
第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
職 

員
が
居
住
地
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

２ 

遺
族
が
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
、
条
例
第

二
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
順
序
に
よ
り
、
同
順
位
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
年
長
者
を
先
に 

す
る
。 

（
給
与
の
種
類
） 
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第
二
十
二
条 

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
、
給
与
条
例
に
規
定
す
る
給

料
、
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤 

務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、
時 

間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手 

当
及
び
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
と
す
る
。 

（
通
勤
手
当
と
の
調
整
） 

第
二
十
三
条 
旅
行
者
が
給
与
条
例
第
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
通
勤
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る

給
与
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
勤
手
当
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
で 

あ
つ
て
、
旅
行
の
経
路
に
当
該
通
勤
手
当
等
の
区
間
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
重
複
す
る
区 

間
に
係
る
旅
費
は
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

（
在
勤
庁
等
以
外
の
地
を
出
発
地
又
は
到
着
地
と
す
る
場
合
の
旅
費
） 

第
二
十
四
条 

在
勤
庁
（
常
時
勤
務
す
る
在
勤
庁
の
な
い
職
員
に
つ
い
て
は
、
住
所
又
は
居
所
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
旅
行
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
在
勤
庁
等
」
と
い
う
。
）
以 

外
の
地
を
出
発
地
と
し
て
旅
行
す
る
場
合
に
お
け
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
在
勤
庁
等
以
外
の
地 

か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費
の
額
と
在
勤
庁
等
か
ら
目
的
地
に
至
る
旅
費
の
額
を
比
較
し
、
い
ず 

れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。 

２ 

既
に
旅
行
し
て
い
る
者
が
、
旅
行
地
か
ら
在
勤
庁
以
外
の
地
を
到
着
地
と
し
て
旅
行
す
る
場
合

に
お
け
る
旅
費
の
支
給
額
は
、
旅
行
地
か
ら
在
勤
庁
以
外
の
地
に
至
る
旅
費
の
額
と
旅
行
地
か 

ら
在
勤
庁
に
至
る
旅
費
の
額
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か
少
な
い
額
と
す
る
。 

（
本
邦
通
過
の
場
合
の
旅
費
） 

第
二
十
五
条 

外
国
旅
行
中
本
邦
を
通
過
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
本
邦
内
の
旅
行
に
つ
い
て
支
給
す

る
旅
費
は
、
内
国
旅
行
の
規
定
に
よ
る
。
た
だ
し
、
外
国
航
路
の
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
本 

邦
を
出
発
し
、
又
は
本
邦
に
到
着
し
た
場
合
に
お
け
る
船
賃
又
は
航
空
賃
に
つ
い
て
は
、
外
国 

旅
行
の
規
定
に
よ
る
。 

２ 

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

本
邦
出
発
の
場
合
に
は
そ
の
外
国
へ
の
出
発
地
を
新
居
住
地
又
は
居
住
地
と
み
な
す
。 

（
年
度
経
過
等
に
よ
る
区
分
） 

第
二
十
六
条 

移
動
中
に
お
け
る
年
度
の
経
過
、
職
務
の
級
の
変
更
等
の
た
め
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航

空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。
）
を 

区
分
し
て
算
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
年
度
の
経
過
、
職
務
の
級
の
変
更
等
の
後
に
最 

初
の
目
的
地
に
到
着
す
る
ま
で
の
分
及
び
そ
れ
以
後
の
分
に
区
分
し
て
算
定
す
る
。 

 

別
表
第
一
中
「 
 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
同
表
５
級
の
項
及
び
４
級
の
項
中
「 

 
 

 

 
 
 

」
を
「 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
表
２
級
の
項
中
「 

 
 
 

 
 

」
を

「

 
 
 

 

 
 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 

」
に
改
め
、
同
表
１
級
の
項
中
「 

 
 

 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 
 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
の
二
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
の
次
に
次
の
三
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
四 

旅
費
の
請
求
に
係
る
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
（
請
求
書
）
（
第
九
条
関
係
） 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                        

３
級
５

 

３
級
５
０
号
給

 

第
二
条

 

第
二
条

 
第
三
条

 

第
三
条

 

２
級
１

 

２
級
２
１
号
給

 
２
級
２
４
号
給

 
２
級
１

 

２
級
１
５
号
給

 
２
級
２
０
号
給

 
２
級
２
３
号
給

 

７
号
給

 
２
級
１
３
号
給

 

６
号
給

 

２
号
給

 

五 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
係
る

旅
費
を
支
給
す
る
場
合 

四 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
係
る

旅
費
を
支
給
す
る
場
合 

三 

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第
一

号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に

係
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合 

二 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
赴
任
に
係
る
旅
費
又
は
同

条
第
二
項
第
一
号
、
第
四
号
若

し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族

移
転
費
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
旅
費

を
請
求
す
る
場
合 

一 

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規

定
す
る
旅
費
以
外
の
旅
費
を
請

求
す
る
場
合 区

分 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名 

請
求
額 

喪
失
以
後
の
旅
行
に
必
要
な
旅
費
額
、
喪
失
を
免
れ
た

旅
費
額
及
び
差
引
額 

喪
失
以
後
の
旅
行
に
必
要
な
旅
費
に
つ
い
て
、
旅
行
日

ご
と
に
出
発
地
、
経
路
、
到
着
地
、
宿
泊
地
、
種
目
及

び
そ
の
金
額 

喪
失
事
由 

請
求
年
月
日 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
請
求
者
が
職
員
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
者
の
住
所
、
職
員
と
の
続
柄
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
請
求
者
が
遺
族
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
） 

請
求
者
の
所
属
、
役
職
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
請
求
者
が
職
員
及
び
遺
族
以
外
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
） 

請
求
額 

種
目
及
び
そ
の
金
額 

損
失
事
由 

請
求
年
月
日 

請
求
者
の
住
所
、
死
亡
者
と
の
続
柄
及
び
氏
名
並
び
に

死
亡
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
請
求
者
が
遺
族
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名
並
び
に
死
亡
者

の
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
請
求
者
が
職
員
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
額 

種
目
及
び
そ
の
金
額 

請
求
年
月
日 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名 

旅
行
日
ご
と
に
出
発
地
、
経
路
、
到
着
地
、
宿
泊
地
、

種
目
及
び
そ
の
金
額 

請
求
年
月
日 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名 

旅
行
日
ご
と
に
出
発
地
、
経
路
、
到
着
地
、
宿
泊
地

（
宿
泊
し
た
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
種
目
及
び
そ
の
金
額 

請
求
年
月
日 

記
載
事
項
又
は
記
録
事
項 

 

五 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
係
る

旅
費
を
支
給
す
る
場
合 

四 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
係
る

旅
費
を
支
給
す
る
場
合 

三 

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第
一

号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
に

係
る
旅
費
を
請
求
す
る
場
合 

二 

条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
赴
任
に
係
る
旅
費
又
は
同

条
第
二
項
第
一
号
、
第
四
号
若

し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

転
居
費
、
着
後
滞
在
費
、
家
族

移
転
費
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相

当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
旅
費

を
請
求
す
る
場
合 

一 

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規

定
す
る
旅
費
以
外
の
旅
費
を
請

求
す
る
場
合 区

分 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名 

請
求
額 

喪
失
以
後
の
旅
行
に
必
要
な
旅
費
額
、
喪
失
を
免
れ
た

旅
費
額
及
び
差
引
額 

喪
失
以
後
の
旅
行
に
必
要
な
旅
費
に
つ
い
て
、
旅
行
日

ご
と
に
出
発
地
、
経
路
、
到
着
地
、
宿
泊
地
、
種
目
及

び
そ
の
金
額 

喪
失
事
由 

請
求
年
月
日 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
請
求
者
が
職
員
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
者
の
住
所
、
職
員
と
の
続
柄
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
請
求
者
が
遺
族
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
） 

請
求
者
の
所
属
、
役
職
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
請
求
者
が
職
員
及
び
遺
族
以
外
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
） 

請
求
額 

種
目
及
び
そ
の
金
額 

損
失
事
由 

請
求
年
月
日 

請
求
者
の
住
所
、
死
亡
者
と
の
続
柄
及
び
氏
名
並
び
に

死
亡
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
請
求
者
が
遺
族
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名
並
び
に
死
亡
者

の
請
求
者
と
の
続
柄
及
び
氏
名
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
請
求
者
が
職
員
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
額 

種
目
及
び
そ
の
金
額 

請
求
年
月
日 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名 

旅
行
日
ご
と
に
出
発
地
、
経
路
、
到
着
地
、
宿
泊
地
、

種
目
及
び
そ
の
金
額 

請
求
年
月
日 

請
求
者
の
所
属
、
職
務
の
級
及
び
氏
名 

旅
行
日
ご
と
に
出
発
地
、
経
路
、
到
着
地
、
宿
泊
地

（
宿
泊
し
た
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
種
目
及
び
そ
の
金
額 

請
求
年
月
日 

記
載
事
項
又
は
記
録
事
項 
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備
考 

一 

旅
行
日
ご
と
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
事
項
は
、
請
求
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
、
又
は 

複
数
の
旅
行
日
に
わ
た
る
旅
費
で
あ
る
場
合
に
は
、
複
数
の
旅
行
日
を
ま
と
め
て
記
載
す
る 

こ
と
が
で
き
る
。 

二 
請
求
書
は
備
考
欄
を
設
け
、
旅
費
の
計
算
上
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
す 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

別
表
第
五 
旅
費
の
請
求
に
係
る
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
（
種
目
）
（
第
九
条
関
係
） 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                            

別
表
第
六 

請
求
書
に
添
付
す
る
資
料
（
第
九
条
関
係
） 

   

                                        

十
二 

死
亡
手
当 

十
一 

渡
航
雑
費 

十 

家
族
移
転
費 

九 

着
後
滞
在
費 

八 

転
居
費 

七 

宿
泊
手
当 

六 

包
括
宿
泊
費 

五 

宿
泊
費 

四 

そ
の
他
の
交
通
費 

三 

航
空
賃 

二 

船
賃 

一 

鉄
道
賃 

区
分 

定
額 

金
額 

第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
前
号
の
例
に
準
じ
た
記

載
事
項
又
は
記
録
事
項
、
合
計
金
額
並
び
に
旅
行
人
員 

宿
泊
費
に
係
る
夜
数
及
び
金
額
、
宿
泊
手
当
に
係
る
夜

数
及
び
金
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
合
計
金
額 

金
額 

夜
数
及
び
金
額 

夜
数
及
び
金
額 

夜
数
及
び
金
額 

金
額 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
、
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
座
席
指
定
料
金
及
び
同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
費
用
の
各
金
額 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
、
同
項

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
料
金
及
び
同
項
第

五
号
に
掲
げ
る
費
用
の
各
金
額 

条
例
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
運
賃
、
同
項
第

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
料
金
及
び
同
項
第
六

号
に
掲
げ
る
費
用
の
各
金
額 

記
載
事
項
又
は
記
録
事
項 

 

十
四 

条
例
第
二
十
二
条
に
規
定

す
る
旅
費 

十
三 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
係

る
旅
費 

十
二 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
係

る
旅
費 

十
一 

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第

一
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

に
係
る
旅
費 

十 

渡
航
雑
費 

九 

家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に

相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
） 

八 

着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に

相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
） 

七 

転
居
費 

六 

包
括
宿
泊
費 

五 

宿
泊
費 

四 

そ
の
他
の
交
通
費 

 

三 

航
空
賃 

 

二 

船
賃 

 

一 

鉄
道
賃 

区
分 条

例
第
十
二
条

第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
座
席

指
定
料
金
及
び

同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
費
用 

条
例
第
十
二
条

第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃 

条
例
第
十
一
条

第
一
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
料

金
及
び
同
項
第

五
号
に
掲
げ
る

費
用 

条
例
第
十
一
条

第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃

（
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
た

船
舶
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
条
第

一
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
料
金

及
び
同
項
第
六

号
に
掲
げ
る
費

用 条
例
第
十
条
第

一
項
第
一
号
に

掲

げ

る

運

賃

（
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
た

鉄
道
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
） 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一
号
か

ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

退
職
等
の
事
由
を
証
明
す
る
資
料 

所
定
の
期
間
内
に
帰
住
又
は
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

旅
行
中
に
又
は
外
国
の
在
勤
地
に
お
い
て
退
職
等
と
な

つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

天
災
又
は
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
情
に
よ
り

旅
費
額
を
喪
失
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

喪
失
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額
を
証
明
す

る
に
足
る
資
料 

旅
行
命
令
等
の
変
更
、
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
二

項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
死
亡
又
は
第
四
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
転
居

費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
又
は
家
族
移
転

費
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一
号
か

ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

職
員
、
配
偶
者
又
は
子
の
死
亡
及
び
そ
の
死
亡
地
を
証

明
す
る
資
料 

帰
住
を
証
明
す
る
資
料
（
遺
族
が
帰
住
し
た
場
合
に
限

る
。
） 

遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
請
求
者
が
遺
族

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

移
転
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定

す
る
許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
号
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

転
居
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
家
族

の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
場
合
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る

許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
号
イ
又
は
ロ
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
長
の
許
可
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
項
に
該
当
す
る
場
合
に
限

る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
移
動
に
係
る
交
通
費
の
内
容
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料
（
条
例
第
十
四
条
た
だ
し
書
に
該
当

す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
条
例
第
十
三
条

第
一
項
第
一
号
の
運
賃
に
あ
つ
て
は
、
支
出
命
令
者
が

必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
（
条
例
第
十
三
条
第

二
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
急
行
料
金
、
座

席
指
定
料
金
及
び
特
別
車
両
料
金
に
あ
つ
て
は
、
支
出

命
令
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
） 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

添
付
す
る
資
料 

 

十
四 

条
例
第
二
十
二
条
に
規
定

す
る
旅
費 

十
三 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
係

る
旅
費 

十
二 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
係

る
旅
費 

十
一 

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第

一
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

に
係
る
旅
費 

十 

渡
航
雑
費 

九 

家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に

相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
） 

八 

着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に

相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
） 

七 

転
居
費 

六 

包
括
宿
泊
費 

五 

宿
泊
費 

四 
そ
の
他
の
交
通
費 

 

三 

航
空
賃 

 

二 

船
賃 

 

一 

鉄
道
賃 

区
分 条

例
第
十
二
条

第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
座
席

指
定
料
金
及
び

同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
費
用 

条
例
第
十
二
条

第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃 

条
例
第
十
一
条

第
一
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
料

金
及
び
同
項
第

五
号
に
掲
げ
る

費
用 

条
例
第
十
一
条

第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃

（
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
た

船
舶
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
条
第

一
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
料
金

及
び
同
項
第
六

号
に
掲
げ
る
費

用 条
例
第
十
条
第

一
項
第
一
号
に

掲

げ

る

運

賃

（
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
た

鉄
道
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
） 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一
号
か

ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

退
職
等
の
事
由
を
証
明
す
る
資
料 

所
定
の
期
間
内
に
帰
住
又
は
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

旅
行
中
に
又
は
外
国
の
在
勤
地
に
お
い
て
退
職
等
と
な

つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

天
災
又
は
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
情
に
よ
り

旅
費
額
を
喪
失
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

喪
失
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額
を
証
明
す

る
に
足
る
資
料 

旅
行
命
令
等
の
変
更
、
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
二

項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
死
亡
又
は
第
四
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
転
居

費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
又
は
家
族
移
転

費
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一
号
か

ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

職
員
、
配
偶
者
又
は
子
の
死
亡
及
び
そ
の
死
亡
地
を
証

明
す
る
資
料 

帰
住
を
証
明
す
る
資
料
（
遺
族
が
帰
住
し
た
場
合
に
限

る
。
） 

遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
請
求
者
が
遺
族

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

移
転
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定

す
る
許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
号
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

転
居
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
家
族

の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
場
合
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る

許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
号
イ
又
は
ロ
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
長
の
許
可
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
項
に
該
当
す
る
場
合
に
限

る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
移
動
に
係
る
交
通
費
の
内
容
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料
（
条
例
第
十
四
条
た
だ
し
書
に
該
当

す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
条
例
第
十
三
条

第
一
項
第
一
号
の
運
賃
に
あ
つ
て
は
、
支
出
命
令
者
が

必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
（
条
例
第
十
三
条
第

二
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
急
行
料
金
、
座

席
指
定
料
金
及
び
特
別
車
両
料
金
に
あ
つ
て
は
、
支
出

命
令
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
） 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

添
付
す
る
資
料 
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別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                      

十
四 

条
例
第
二
十
二
条
に
規
定

す
る
旅
費 

十
三 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
係

る
旅
費 

十
二 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
係

る
旅
費 

十
一 

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第

一
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

に
係
る
旅
費 

十 

渡
航
雑
費 

九 

家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に

相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
） 

八 

着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に

相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
） 

七 
転
居
費 

六 

包
括
宿
泊
費 

五 

宿
泊
費 

四 

そ
の
他
の
交
通
費 

 

三 

航
空
賃 

 

二 

船
賃 

 

一 

鉄
道
賃 

区
分 条

例
第
十
二
条

第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
座
席

指
定
料
金
及
び

同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
費
用 

条
例
第
十
二
条

第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃 

条
例
第
十
一
条

第
一
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
料

金
及
び
同
項
第

五
号
に
掲
げ
る

費
用 

条
例
第
十
一
条

第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃

（
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
た

船
舶
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
条
第

一
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
料
金

及
び
同
項
第
六

号
に
掲
げ
る
費

用 条
例
第
十
条
第

一
項
第
一
号
に

掲

げ

る

運

賃

（
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
た

鉄
道
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
） 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一
号
か

ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

退
職
等
の
事
由
を
証
明
す
る
資
料 

所
定
の
期
間
内
に
帰
住
又
は
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

旅
行
中
に
又
は
外
国
の
在
勤
地
に
お
い
て
退
職
等
と
な

つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

天
災
又
は
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
情
に
よ
り

旅
費
額
を
喪
失
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

喪
失
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額
を
証
明
す

る
に
足
る
資
料 

旅
行
命
令
等
の
変
更
、
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
二

項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
死
亡
又
は
第
四
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
転
居

費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
又
は
家
族
移
転

費
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一
号
か

ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

職
員
、
配
偶
者
又
は
子
の
死
亡
及
び
そ
の
死
亡
地
を
証

明
す
る
資
料 

帰
住
を
証
明
す
る
資
料
（
遺
族
が
帰
住
し
た
場
合
に
限

る
。
） 

遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
請
求
者
が
遺
族

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

移
転
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定

す
る
許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
号
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

転
居
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
家
族

の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
場
合
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る

許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
号
イ
又
は
ロ
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
長
の
許
可
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
項
に
該
当
す
る
場
合
に
限

る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
移
動
に
係
る
交
通
費
の
内
容
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料
（
条
例
第
十
四
条
た
だ
し
書
に
該
当

す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
条
例
第
十
三
条

第
一
項
第
一
号
の
運
賃
に
あ
つ
て
は
、
支
出
命
令
者
が

必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
（
条
例
第
十
三
条
第

二
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
急
行
料
金
、
座

席
指
定
料
金
及
び
特
別
車
両
料
金
に
あ
つ
て
は
、
支
出

命
令
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
） 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

添
付
す
る
資
料 

 

十
四 

条
例
第
二
十
二
条
に
規
定

す
る
旅
費 

十
三 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
係

る
旅
費 

十
二 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
係

る
旅
費 

十
一 

条
例
第
三
条
第
二
項
（
第

一
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

に
係
る
旅
費 

十 

渡
航
雑
費 

九 

家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に

相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
） 

八 

着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に

相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
） 

七 

転
居
費 

六 

包
括
宿
泊
費 

五 

宿
泊
費 

四 

そ
の
他
の
交
通
費 

 

三 

航
空
賃 

 

二 

船
賃 

 

一 

鉄
道
賃 

区
分 条

例
第
十
二
条

第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
座
席

指
定
料
金
及
び

同
項
第
三
号
に

掲
げ
る
費
用 

条
例
第
十
二
条

第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃 

条
例
第
十
一
条

第
一
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
料

金
及
び
同
項
第

五
号
に
掲
げ
る

費
用 

条
例
第
十
一
条

第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
運
賃

（
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
た

船
舶
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
条
第

一
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
料
金

及
び
同
項
第
六

号
に
掲
げ
る
費

用 条
例
第
十
条
第

一
項
第
一
号
に

掲

げ

る

運

賃

（
運
賃
の
等
級

が
区
分
さ
れ
た

鉄
道
に
よ
る
移

動
に
限
る
。
） 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一
号
か

ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

退
職
等
の
事
由
を
証
明
す
る
資
料 

所
定
の
期
間
内
に
帰
住
又
は
退
職
等
に
伴
う
旅
行
を
し

た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

旅
行
中
に
又
は
外
国
の
在
勤
地
に
お
い
て
退
職
等
と
な

つ
た
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

天
災
又
は
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
情
に
よ
り

旅
費
額
を
喪
失
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

喪
失
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

損
失
と
な
る
金
額
又
は
支
出
を
要
す
る
金
額
を
証
明
す

る
に
足
る
資
料 

旅
行
命
令
等
の
変
更
、
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
二

項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
死
亡
又
は
第
四
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
転
居

費
の
う
ち
家
族
の
転
居
に
要
す
る
費
用
又
は
家
族
移
転

費
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
場
合
に
限
る
。
） 

請
求
す
る
種
目
に
相
当
す
る
も
の
に
応
じ
た
第
一
号
か

ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
資
料 

職
員
、
配
偶
者
又
は
子
の
死
亡
及
び
そ
の
死
亡
地
を
証

明
す
る
資
料 

帰
住
を
証
明
す
る
資
料
（
遺
族
が
帰
住
し
た
場
合
に
限

る
。
） 

遺
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
請
求
者
が
遺
族

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

移
転
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定

す
る
許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
号
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

転
居
を
証
明
す
る
資
料 

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料
（
家
族

の
転
居
に
要
す
る
費
用
を
含
む
場
合
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る

許
可
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
号
イ
又
は
ロ
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
） 

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
延
長
の
許
可
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料
（
同
項
に
該
当
す
る
場
合
に
限

る
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
移
動
に
係
る
交
通
費
の
内
容
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明

す
る
に
足
る
資
料
（
条
例
第
十
四
条
た
だ
し
書
に
該
当

す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
条
例
第
十
三
条

第
一
項
第
一
号
の
運
賃
に
あ
つ
て
は
、
支
出
命
令
者
が

必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
（
条
例
第
十
三
条
第

二
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
（
急
行
料
金
、
座

席
指
定
料
金
及
び
特
別
車
両
料
金
に
あ
つ
て
は
、
支
出

命
令
者
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
） 

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料 

添
付
す
る
資
料 

 



 令和８年２月１３日（金）         群 馬 県 報                第１０３７１号 

 

8 

 

 

 

◎群馬県告示第３３号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和８年２月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 甘楽郡南牧村大字大塩沢字大向１２１１の４ 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 指定理由の消滅 

 

 

 

◎群馬県告示第３４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年２月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 高崎安中渋川
線 

北群馬郡榛東村大字新井字
堀之内２７０番の８地先か
ら同郡同村大字同字清水貝
戸２７１番の１地先まで 

前 １２．１～２７．９ ７６．４ 

後 １２．１～２７．９ 
６．０～１５．７ 

７６．４ 
１１１．８ 

 

 

 

◎群馬県告示第３５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和８年２月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 高崎安中渋川線 北群馬郡榛東村大字新井字堀之内２７０番の８地先
から同郡同村大字同字清水貝戸２７１番の１地先ま
で 

令和８年２月１６日 

 

■ 告  示 
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◎群馬県告示第３６号 

 出納員に対する会計管理者の権限に属する事務の委任の告示（平成１９年群馬県告示第１７０号）の一部を次の

ように改正し、令和８年２月１６日から施行する。 

  令和８年２月１３日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 ２の項(46)中「事務」の次に「（地域機関等、警察本部及び警察署において行うものを除く。）」を加え、同項

(47)中「事務」の次に「（教育委員会事務局管理課において行うものに限る。）」を加える。 

５の項(1)中「保管」の次に「並びにキャッシュレス決済による手数料等の収納」を加える。 

１３の項(1)に次のように加える。 

 カ 証明手数料条例第２条に規定する手数料の収納に関する事務（警察本部会計課及び警察本部鑑識課におい

て行うものに限る。） 

１４の項に次のように加える。 

(4) 証明手数料条例第２条に規定する手数料の収納に関する事務（警察署において行うものに限る。） 

 

 

 

◎群馬県告示第３７号 

 分任出納員に対する出納員の事務の委任の告示（平成１９年群馬県告示第１７１号）の一部を次のように改正し、

令和８年２月１６日から施行する。 

  令和８年２月１３日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 本文中「対し、」の次に「当該機関における」を加える。 

表文化財保護課の項の次に次のように加える。 
 

土屋文明記念文学
館 

分任出納員 土屋文明記念文学館出
納員 

群馬県立土屋文明記念文学館の設置及び管
理に関する条例（平成８年群馬県条例第９
号）第６条第１項に規定する観覧料の収納
に関する事務 

 

表保健福祉事務所の項の次に次のように加える。 
 

動物愛護センター 分任出納員 動物愛護センター出納
員 

群馬県動物の愛護及び管理に関する条例
（昭和６３年群馬県条例第３０号）第１８
条第１項に規定する手数料の収納に関する
事務 

 

表地域企業支援課の項の次に次のように加える。 
 

計量検定所 分任出納員 計量検定所出納員 群馬県計量検定所手数料条例（平成１１年
群馬県条例第８３号）第２条に規定する手
数料の収納に関する事務 

群馬産業技術セン
ター 

分任出納員 群馬産業技術センター
出納員 

群馬県立産業技術センターの設置及び管理
に関する条例（平成１５年群馬県条例第３
１号）第８条に規定する使用料及び同条例
第９条に規定する手数料の収納に関する事
務 
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表教育委員会事務局管理課の項の次に次のように加える。 
 

県立学校 分任出納員 群馬県立学校出納員 １ 群馬県立学校の入学料等に関する条例
（昭和２３年群馬県条例第１８号）第２
条第１項に規定する受検料及び同条例第
３条の２第１項に規定する入学料の収納
に関する事務 

２ 証明手数料条例第２条に規定する手数
料の収納に関する事務 

ぐんま天文台 分任出納員 ぐんま天文台出納員 群馬県立ぐんま天文台の設置及び管理に関
する条例（平成１１年群馬県条例第９号）
第６条第１項に規定する観覧料の収納に関
する事務 

生涯学習センター 分任出納員 生涯学習センター出納
員 

群馬県生涯学習センターの設置及び管理に
関する条例（昭和６２年群馬県条例第５
号）第８条第３項に規定する観覧料の収納
に関する事務 

 

 表警察本部会計課の項委任事務の欄を次のように改める。 
 

１ 遺失物法（平成１８年法律第７３号）
第３７条第１項に規定する県に所有権が
帰属した拾得物件の処分に係る現金の収
納に関する事務 

２ 群馬県風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律施行条例（昭和３４
年群馬県条例第７号）第１３条に規定す
る手数料の収納に関する事務 

３ 証明手数料条例第２条に規定する手数
料の収納に関する事務 

 

 表警察本部生活安全企画課の項の次に次のように加える。 
 

警察本部鑑識課 分任出納員 警察本部会計課会計課
長である出納員 

証明手数料条例第２条に規定する手数料の
収納に関する事務 

 

 表警察署の項委任事務の欄を次のように改める。 
 

１ 違法駐車車両を移動した場合に当該車
両の運転者又は使用者等が納付すべき負
担金及びその負担金に係る徴収金（以下
「負担金等」という。）の滞納処分のた
めに出張した場合における負担金等の収
納に関する事務 

２ 県税の滞納処分の例により行う負担金
等の滞納処分の公売保証金及び買受代金
に係る現金の出納及び保管に関する事務 

３ 県税の滞納処分の例により行う負担金
等の滞納処分の公売保証金及び買受代金
に係る歳計外現金の出納及び保管に関す
る事務 

４ 証明手数料条例第２条に規定する手数
料の収納に関する事務 

 

 

 ■ 公  告 



 令和８年２月１３日（金）         群 馬 県 報                第１０３７１号 

 

11 

 林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第３項の規定により、次のとおり生産事業者の登録を行ったの

で、同法第１６条の規定により公告する。 

  令和８年２月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

登録 
番号 

氏名又は名称 住  所 生産事業の内容 
事業所の名称 
及 び 所在 地 

登 録 
年 月 日 

７９ 小池 剛 前橋市青梨子町１０９０
－３ 

幼苗の育成 
幼苗以外の苗木の育成 

住所に同じ 令和８年１
月２６日 

 
 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、   

玉村都市計画下水道（玉村公共下水道）の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項において準

用する同法第２０条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和８年２月１３日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 玉村都市計画下水道 玉村公共下水道 

２ 都市計画の変更年月日 令和８年１月２６日 

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部下水環境課及び玉村町上下水道課 

 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和８年２月１３日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，３６８ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９６，０５０ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，１１２ 

甘楽郡 ５，７９１ 

■ 選挙管理委員会告示 
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吾妻郡 １４，１１８ 

利根郡 ８，５３７ 

佐波郡 ９，７８０ 

邑楽郡 ２６，０４４ 

前橋市 ９０，９６３ 

高崎市 １０１，９８９ 

桐生市 ２８，８２９ 

伊勢崎市 ５５，４６８ 

太田市 ５８，３７２ 

沼田市 １２，３００ 

館林市 ２０，１２１ 

渋川市 ２０，５４２ 

藤岡市・多野郡 １８，２０２ 

富岡市 １２，６６４ 

安中市 １５，４１２ 

みどり市 １３，５６２ 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和８年２月１３日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 落札に係る購入等件名及び数量 群馬県立近代美術館、群馬県立館林美術館及び群馬県立土屋文明記念文学館

で使用する電気 年間予定使用電力量 ４，４６３，０００ｋＷｈ 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県地域創生部文化振興課 群馬県前橋市大手町一丁

目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和８年１月２９日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社タケエイでんき 東京都港区芝公園二丁目４番１号Ａ－１０階 

５ 落札金額 ９３，９１６，６２６円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和７年１２月１９日 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和８年２月１３日  

■ 落  札 
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                                                            群馬県教育委員会教育長 平 田 郁 美   

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 県立学校基本ソフトウェアライセンス ４，９２３（ライセンス数は、

教育対象ユーザーカウントによる。） 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県教育委員会事務局管理課 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和８年１月３０日 

４ 落札者の名称及び所在地 リコージャパン株式会社 デジタルサービス営業本部群馬支社ＬＡ営業部 群馬県

前橋市古市町１丁目５０－２２ 

５ 落札金額 ４３，１４９，１１０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和７年１２月１９日 

 

 

 

 

○病院管理規程正誤 

 令和６年３月２９日群馬県病院管理規程第５号（群馬県病院局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改

正する規程） 
 

 
  
 

発行番号 ページ 欄 行 誤 正   
 
 号外第１４号 ３ 上欄 ２１   

 

 

 

○病院管理規程正誤 

 令和７年３月２８日群馬県病院管理規程第４号（群馬県病院局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改

正する規程） 
 

 
  
 

発行番号 ページ 欄 行 誤 正   
 
 第１０２８５号 ６４ 上欄 ２１ 

～ 
２２ 

  

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 
 

■ 正  誤 

勤 勉 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 百

二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 に  

勤 勉 手 当 基 礎 額 に  

第 十 四 条 の 二 第 三 項 中 「 百

分 の 百 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の

百 五 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項

第 一 号 中  

第 十 四 条 の 二 第 五 項 第 一 号 中  


